
平
成

２
０
年

度
 

平
成

２
１
年

度
 

（
５

）
延

長
保

育
促

進
事

業

*
民

間
保

育
所

の
み

開
所

時
間

延
長

を
含

め
た

開
所

時
間

実
施

場
所

定
員

（
時

間
数

）
（
時

間
数

）

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

Ｉ

  
　

時
 　

　
  

～
  
　

　
　

時
  

  
  
  
　

時
 　

　
  
～

  
　

　
　

時
  
  
  

前
時

間
前

人
前

人

(1
1
時

間
)

(　
　

　
　

　
時

間
)

後
時

間
後

人
後

人

  
　

時
 　

　
  

～
  
　

　
　

時
  

  
  
  
　

時
 　

　
  
～

  
　

　
　

時
  
  
  

前
時

間
前

人
前

人

(1
1
時

間
)

(　
　

　
　

　
時

間
)

後
時

間
後

人
後

人

  
　

時
 　

　
  

～
  
　

　
　

時
  

  
  
  
　

時
 　

　
  
～

  
　

　
　

時
  
  
  

前
時

間
前

人
前

人

(1
1
時

間
)

(　
　

　
　

　
時

間
)

後
時

間
後

人
後

人

  
　

時
 　

　
  

～
  
　

　
　

時
  

  
  
  
　

時
 　

　
  
～

  
　

　
　

時
  
  
  

前
時

間
前

人
前

人

(1
1
時

間
)

(　
　

　
　

　
時

間
)

後
時

間
後

人
後

人

  
　

時
 　

　
  

～
  
　

　
　

時
  

  
  
  
　

時
 　

　
  
～

  
　

　
　

時
  
  
  

前
時

間
前

人
前

人

(1
1
時

間
)

(　
　

　
　

　
時

間
)

後
時

間
後

人
後

人

＜
合

計
表

＞

Ｊ
Ｋ

３
０

分
延

長
事

業

１
時

間
延

長
事

業

( 
  
  
  
  
  
  
  

  
)

か
所

２
時

間
延

長
事

業

３
時

間
延

長
事

業

　
う

ち
、

延
長

保
育

推
進

事
業

（
基

本
分

）
４

時
間

延
長

事
業

申
請

か
所

数
５

時
間

延
長

事
業

( 
  
  
  
  
  
  
  

  
)

か
所

６
時

間
延

長
事

業

７
時

間
延

長
事

業

合
計

事
業

＜
記

入
上

の
注

意
＞

1
Ｂ

欄
は

、
保

育
所

の
定

員
（
一

時
保

育
の

定
員

で
は

な
い

）
を

記
入

す
る

こ
と

。
2

Ｄ
欄

は
、

延
長

保
育

時
間

を
含

め
な

い
、

基
本

開
所

時
間

を
２

４
時

間
表

記
で

記
入

す
る

こ
と

。

3
Ｅ

欄
は

、
延

長
保

育
時

間
を

含
め

た
総

開
所

時
間

を
２

４
時

間
表

記
で

記
入

す
る

こ
と

。

4
Ｆ

欄
は

、
「
交

付
金

算
定

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」
の

１
の

（
５

）
の

②
の

ア
に

基
づ

く
延

長
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
5

Ｇ
欄

は
、

「交
付

金
算

定
の

評
価

基
準

に
つ

い
て

」
の

１
の

（
５

）
の

②
の

ア
に

基
づ

く
平

均
対

象
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

6
Ｈ

欄
は

、
「
交

付
金

算
定

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」
の

１
の

（
５

）
の

①
の

ア
を

申
請

す
る

施
設

の
み

、
そ

の
要

件
で

あ
る

最
低

基
準

及
び

そ
の

他
の

補
助

金
等

の
配

置
基

準
に

規
定

す
る

保
育

士
の

ほ
か

に
加

配
す

る
保

育
士

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
7

Ｉ欄
は

、
「交

付
金

算
定

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」の

１
の

（
５

）
の

①
の

イ
の

た
め

に
配

置
さ

れ
る

保
育

士
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

8
Ｊ
欄

は
、

「交
付

金
算

定
の

評
価

基
準

に
つ

い
て

」の
１

の
（
５

）
の

①
の

イ
に

基
づ

く
延

長
保

育
事

業
を

実
施

す
る

施
設

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
9

Ｋ
欄

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
延

長
時

間
ご

と
に

、
前

及
び

後
の

数
を

足
し

た
総

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

設
置

主
体

2

事
業

数

31
私

延
長

保
育

事
業

延
長

時
間

(評
価

基
準

に
基

づ
く
)

平
均

対
象

児
童

数
延

長
保

育
推

進
事

業

年
間

事
業

月
数

人

私
人

職
員

の
配

置

人

4
私

人

私

人

実
施

か
所

数

5
私

（
５

）
延

長
保

育
促

進
事

業

年
間

延
長

を
含

め
た

事
業

月
数

開
所

時
間

（時
間

数
）

Ａ
C

E
F

G
推

進
事

業
Ｈ

I
　

　
時

～
　

　
  
時

前
時

間
前

人
前

人
(　

　
　

　
時

間
)

後
 時

間
後

人
後

 人
　

 時
～

 　
　

 時
前

時
間

前
人

前
人

(　
　

　
　

時
間

)
後

 時
間

後
  
人

後
人

　
 時

～
　

　
  
時

前
時

間
前

人
前

人
(　

　
　

　
時

間
)

後
 時

間
後

人
後

 人
　

 時
～

 　
　

 時
前

時
間

前
人

前
人

(　
　

　
　

時
間

)
後

 時
間

後
  
人

後
人

　
 時

～
 　

　
 時

前
時

間
前

人
前

人
(

　
　

　
時

間
)

後
時

間
後

人
後

人

＜
合

計
表

＞

※
〔

参
考

〕
事

業
の

種
類

・
延

長
時

間
の

区
分

と
評

価
の

考
え

方

延
長

保
育

促
進

事
業

（
基

本
分

）
・

・
・

1
1
時

間
の

開
所

時
間

の
始

期
、

終
期

に
保

育
士

を
加

配

延
長

保
育

事
業

（
加

算
分

）
・

・
・

1
1
時

間
の

開
所

時
間

の
前

後
に

、
3
0
分

以
上

の
延

長
保

育
を

実
施

３
０

分
延

長
事

業

１
時

間
延

長
事

業
「

前
」

「
後

」
そ

れ
ぞ

れ
１

事
業

と
カ

ウ
ン

ト
す

る
。

（
）

か
所

２
時

間
延

長
事

業
・

３
０

分
延

長
　

　
　

　
３

０
分

以
上

の
延

長
か

つ
平

均
対

象
児

童
数

が
１

人
以

上

３
時

間
延

長
事

業
・

１
時

間
延

長
　

　
　

　
１

時
間

以
上

の
延

長
か

つ
平

均
対

象
児

童
数

が
６

人
以

上

４
時

間
延

長
事

業
・

２
時

間
以

上
の

延
長

　
延

長
時

間
を

満
た

し
、

か
つ

平
均

対
象

児
童

数
が

３
人

以
上

５
時

間
延

長
事

業
　

（
例

１
）

　
「

実
延

長
が

１
時

間
で

平
均

対
象

児
童

が
３

人
」

の
場

合
→

３
０

分
延

長

（
）

か
所

６
時

間
延

長
事

業
　

（
例

２
）

　
「

実
延

長
が

２
時

間
で

平
均

対
象

児
童

が
２

人
」

と
い

う
場

合

７
時

間
延

長
事

業
 
　

　
　

　
　

→
１

時
間

の
要

件
を

満
た

す
か

、
又

は
３

０
分

に
該

当

合
計

0
か

所
合

計
0

事
業

＜
記

入
上

の
注

意
＞

１
．

D
欄

は
、

延
長

保
育

時
間

を
含

め
な

い
、

基
本

開
所

時
間

を
２

４
時

間
表

記
で

記
入

す
る

こ
と

。
２

．
E
欄

は
、

延
長

保
育

時
間

を
含

め
た

総
開

所
時

間
を

２
４

時
間

表
記

で
記

入
す

る
こ

と
。

３
．

F
欄

は
、

「
交

付
金

算
定

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」
の

１
の

（
５

）
の

②
の

ア
に

基
づ

く
延

長
時

間
を

記
入

す
る

こ
と

。
４

．
G

欄
は

、
「交

付
金

算
定

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」
の

１
の

（５
）の

②
の

ア
に

基
づ

く
平

均
対

象
児

童
数

を
記

入
す

る
こ

と
。

５
．

H
欄

は
、

「
交

付
金

算
定

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」の

１
の

（
５

）
の

①
の

ア
を

実
施

し
た

施
設

の
み

、
そ

の
要

件
で

あ
る

最
低

基
準

及
び

そ
の

他
の

補
助

金
等

の
配

置
基

準
に

規
定

す
る

保
育

士
の

ほ
か

に
加

配
し

た
保

育
士

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
(必

ず
1
人

以
上

）
６

．
I欄

は
、

「
交

付
金

算
定

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」
の

１
の

（
５

）の
①

の
イ

の
た

め
に

配
置

さ
れ

た
保

育
士

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
(必

ず
2
人

以
上

）
７

．
J
欄

は
、

「
交

付
金

算
定

の
評

価
基

準
に

つ
い

て
」
の

１
の

（
５

）の
①

の
イ

に
基

づ
く
延

長
保

育
事

業
を

実
施

し
た

施
設

数
を

記
入

す
る

こ
と

。
８

．
K
欄

は
、

そ
れ

ぞ
れ

の
延

長
時

間
ご

と
に

、
前

及
び

後
の

数
を

足
し

た
総

数
を

記
入

す
る

こ
と

。

人

　
時

～
 　

 　
　

時
(１

１
時

間
)

Ｂ

　
う

ち
延

長
保

育
推

進
事

業

　
（基

本
分

）実
施

か
所

数

実
施

か
所

数

J
K

　
時

～
  
　

　
　

時
(１

１
時

間
)

　
時

～
 　

 　
　

時
(１

１
時

間
)

設
置

主
体

平
均

対
象

児
童

数
延

長
時

間

（
評

価
基

準
に

基
づ

く
）

　
時

～
  
　

　
　

時
(１

１
時

間
)

　
時

～
 　

 　
　

時

実
施

場
所

延
長

保
育

人

開
所

時
間

（
１

１
時

間
）

D

職
員

の
配

置

人
(１

１
時

間
)

合
計

事
業

数

延
長

保
育

事
業

人 人

1
私

2 5

私 私

3
私

4
私
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平
成

２
０
年
度
 

平
成

２
１
年

度
 

２
．

そ
の

他
の

事
業

（１
）へ

き
地

保
育

A
B

C

月
人

人
人

人
人

人
人

委
託
先

［
　
　
　
　
　
　

　
］

委
託
先

［
　
　
　
　
　
　

　
］

委
託
先

［
　
　
　
　
　
　

　
］

委
託
先

［
　
　
　
　
　
　

　
］

委
託
先

［
　
　
　
　
　
　

　
］

合
　
　
計

か
所

(
注
)｢
設
置
場
所
｣欄

は
、

平
成
２
０
年
●
月
●
●
日
雇
児
発
第
●
●
●
●
●
●

●
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通

知
「
次
世
代
育
成
支
援
対
策
交
付
金
の
交
付
対
象
事

業
及
び

　
　
評
価
基
準
に
つ
い
て

」
の
２
（
１
）
②
ウ
(ｲ
)の

a～
d
の
う
ち
該
当
す
る
記
号
を
記
入
す
る
こ
と
。

1 2 3 4 5

備
考

平
成

18
年
度

平
成

19
年
度

平
成

20
年

度
保
育
士

そ
の
他

計
(A
＋
B)

設
置

場
所

〔
委
託
先
〕

１
日
あ
た
り

平
均
入
所
児
童
数

職
員
数

保
育
所
名

年
間

事
業
月
数

定
員

２
．

そ
の

他
の

事
業

（
１

）
へ

き
地

保
育

A
B

C

月
人

人
人

人
人

人
人

委
託

先
［　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

］

委
託

先
［　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

］

委
託

先
［　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

］

委
託

先
［　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

］

委
託

先
［　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

］

＜
記

入
上

の
注

意
＞

１
．

「委
託

先
」欄

は
、

「○
○

法
人

○
○

会
」の

よ
う

に
、

委
託

先
団

体
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
記

号
を

記
入

す
る

こ
と

。
　

３
・「

1日
あ

た
り

平
均

入
所

児
童

数
」欄

は
、

平
成

18
年

か
ら

平
成

20
年

の
い

ず
れ

か
が

1
0人

以
上

で
あ

る
か

確
認

す
る

こ
と

。

４
・「

職
員

数
」欄

は
、

Ａ
が

1以
上

、
Ｃ

が
2以

上
と

な
っ

て
い

る
か

確
認

す
る

こ
と

。

0 0

職
員

数

保
育

士
そ

の
他

計
(A

＋
B

)

0 0

備
考

設
置

場
所

１
日

あ
た

り
平

均
入

所
児

童
数

平
成

19
年

度
平

成
20

年
度

平
成

21
年

度

0

合
計

（
　

　
　

　
　

）
か

所

年
間

事
業

月
数

定
員

5

保
育

所
名

〔
委

託
先

〕

1 2 3 4

0
0

２
．

「設
置

場
所

」欄
は

、
平

成
20

年
11

月
2
8
日

雇
児

発
第

11
28

00
3号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・児

童
家

庭
局

長
通

知
「次

世
代

育
成

支
援

対
策

交
付

金
の

交
付

対
象

事
業

及
び

評
価

基
準

に
つ

い
て

」２
の

（１
）②

ウ
(ｲ

)の
a～

dの
う

ち
該

当
す

る

0
0

0
0
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平
成

２
０
年
度
 

平
成

２
１
年

度
 

（
２

）
家

庭
支

援
推

進
保

育
事

業

月
人

％

1

公
か

所
民

か
所

(
注

）
１

．
保

育
所

ご
と

に
記

載
の

こ
と
。

　
　
 
２

．
「

設
置

主
体

」
欄

は
、

施
設
の

設
置

主
体

が
市

町
村

の
場

合
は

「
公

」
、

社
会

福
祉

法
人

等
の

場
合

は
「

私
」

と
記

入
す
る

こ
と

。
 
 
 
  
３

．
「

加
配

保
育

士
数

」
欄

は
、
本

事
業

の
要

件
で

あ
る

最
低

基
準

及
び

そ
の

他
の

補
助

金
の

配
置

基
準

に
規

定
す

る
保

育
士
の

他
に

加
配

す
る

保
育

士
数

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
　
 
４

．
「

対
象

児
童

入
所

率
」

欄
は
、

当
該

保
育

所
毎

に
本

事
業

の
対

象
児

童
数

を
入

所
児

童
数

の
総

数
で

除
し

た
数

字
を

小
数

点
以
下

第
１

位
ま

で
記

載
す

る
こ

と
。

2

設
置

主
体

〔
委

託
又
は

補
助

先
〕

保
育

所
名

備
考

年
間

事
業

月
数

加
配

保
育

士
数

対
象
児

童
入

所
率

合
　

計

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

3 4 5

（
２

）
家

庭
支

援
推

進
保

育
事

業

設
置

主
体

保
育

所
名

〔
公

又
は

私
〕

〔
委

託
又

は
補

助
先

〕

％
人

月

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

委
託

・
補

助
〔
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 〕

公 私

＜
記

入
上

の
注

意
＞

　
　

 １
．

保
育

所
ご

と
に

記
載

の
こ

と
。

　
　

 ２
．

設
置

主
体

［
公

又
は

私
］
欄

は
、

ど
ち

ら
か

に
○

を
つ

け
る

こ
と

。

　
　

 ３
．

保
育

所
名

［
委

託
又

は
補

助
先

］
欄

は
、

保
育

所
名

を
記

載
の

上
、

委
託

・補
助

ど
ち

ら
か

に
○

を
つ

け
、

「
○

○
法

人
○

○
会

」
の

よ
う

に
、

委
託

先
団

体
等

の
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。

　
　

 ４
．

「
対

象
児

童
入

所
率

」
欄

は
、

当
該

保
育

所
毎

に
本

事
業

の
対

象
児

童
数

を
入

所
児

童
数

の
総

数
で

除
し

た
数

字
を

小
数

点
以

下
第

１
位

ま
で

記
載

す
る

こ
と

。
（
必

ず
4
0
％

以
上

）

  
  

 ５
．

「
加

配
保

育
士

数
」
欄

は
、

本
事

業
の

要
件

で
あ

る
最

低
基

準
及

び
そ

の
他

の
補

助
金

の
配

置
基

準
に

規
定

す
る

保
育

士
の

他
に

加
配

し
た

保
育

士
数

を
記

載
す

る
こ

と
。

（必
ず

1
人

以
上

）

0
0

合
計

備
考

年
間

事
業

月
数

公
　

・
　

私

対
象

児
童

入
所

率
加

配
保

育
士

数

公
　

・
　

私

6
公

　
・
　

私

4 5
公

　
・
　

私

1 2 3

公
　

・
　

私

公
　

・
　

私

 

 

－142－




